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家裁チェックニュース２０１２ 

 

 

✓キチガイ発言「裁判所職員の

ぶっちゃけ時事放談」 

２０１２年２月、インターネット上のブロ

グ「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」で家

庭裁判所の利用者について、「当事者のキチ

ガイ率も異常に高い」という書き込みがなさ

れました。最高裁判所人事局に問い合わせた

ところ、ブログ作成者が内部のものであるこ

とは否定しませんでした。 

 これに対して、私たち別居親や家庭裁判所

利用者への支援を行っている、１２団体で「裁

判所職員の家庭裁判所利用者への差別発言を

許さない共同声明」を挙げました。 

 主権者と利用者を見下した裁判所職員の

「お上意識」がこのような発言がくり返され

る背景にあります。  

 

裁判所職員の家庭裁判所利用者への 

差別発言を許さない共同声明 

去る２月４日、インターネット上のブログ

「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」という

サイトで、「今度こそ、家裁の人気がないの

は、テミス様に誓ってガチです」というタイ

トルの書き込みがされました。 

（http://blog.goo.ne.jp/sleepingcat_2006

/e/f36ca73ba7661c63f4756726e8a42f50） 

 このブログは家庭裁判所利用者の当事者の

対立が激しいことを指摘し、「当事者のキチ

ガイ率も異常に高い」と発言しています。ま

た、窓口や電話での当事者対応を例に挙げ、

「お前のイカレ話を聞いていると、他の仕事

が全部ストップしちまうから、さっさと消え

ろ」と述べています。さらに、自殺を図ろう

とする当事者を、「裁判所でやられると、後

始末が大変だから、止めてくれ。ああ、敷地

の外でなら、いつでもどーぞ」と言い放ち、

聞くに堪えません。ブログの副題は、「裁判

所の一職員が勝手なことをしゃべるブログで

す」とあります。たしかにブログの内容は裁

判所の職員間の家裁評価や人事上の扱いなど、

裁判所職員にしか知り得ないものも具体的に

書かれています。裁判所職員の作成したブ 

ログとしか考えられません。 

 このような差別発言を私たちは断じて許す

ことができません。家族をめぐる争いは誰に

でも起こりうることです。まして家庭裁判所

は家族の悩みを抱えた人たちのための機関で

す。悩んだ末に、家庭裁判所に行かざるをえ

ない人たちに対してなされる「お上意識」そ

のままの発言は、家庭裁判所の存在自体を否

定するものです。これらの発言を裁判所が容

認するなら、裁判所自体の意識が、このブロ

グと同じであるということになります。 

 私たちは、この差別発言に強く抗議します。

裁判所はブログの管理者を特定し、厳正な処

分を科してください。二度とこのような事態

がくり返されないように、裁判所全体の意識

改革を私たちは求めます。 

ＩＡＰＣＲ（International Asociation for 

Parent Child Reuinion）、親子交流を考える

岐阜の会、親子ネット関西、親子ネットＮＡ

ＧＡＮＯ、共同親権運動ネットワーク、共同

親権運動ネットワーク別府、共同養育センタ

ーつむぎ、くにたち子どもとの交流を求める
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親の会、コトオヤネットさっぽろ、中部共同

親権法制化運動の会、日本家族再生センター、

Fathers’ Website、面接交流ネット（以上１

４団体） 

 

◎記事から 

裁判所職員？の差別発言「裁判所職

員のぶっちゃけ時事放談」 

 

 先日、「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」

というブログで、家裁利用者を「キチガイ」

と呼んでいるというメールが寄せられた。ブ

ログの書き込みは２月４日付けで、「今度こそ、

家裁の人気がないのは、テミス様に誓ってガ

チです」というタイトルのもの。見てみると、

家庭裁判所利用者の当事者の対立が激しいこ

とを指摘し、「当事者のキチガイ率も異常に高

い」とあった。窓口や電話での当事者対応を

例に挙げ、「お前のイカレ話を聞いていると、

他の仕事が全部ストップしちまうから、さっ

さと消えろ」という。自殺を図ろうとする当

事者を、「裁判所でやられると、後始末が大変

だから、止めてくれ。ああ、敷地の外でなら、

いつでもどーぞ」とも言い放つ。ブログの副

題は、「裁判所の一職員が勝手なことをしゃべ

るブログです」。「甲野太郎」名のブログは、

実際に裁判所の職員が作ったかどうかは不明

だ。とはいえブログには、裁判所の職員間の

家裁評価や人事上の扱いなど、裁判所職員に

しか知り得ないものも具体的に書かれている。

そう思わせるに十分な内容だ。 

 ぼくたちは、主に離婚をきっかけに子ども

に会うのが難しくなった親たちで会を作って

いる。子どもと会うためには、家庭裁判所に

調停を申し立てることが公式な手段だ。しか

し、子どもと暮らす側の親がかたくなになる

と、子どもとは引き離される。こういった現

象は片親疎外として日本でも知られるように

なってきた。離婚の渦中、さらに子どもと引

き離された当事者の心理的な負担は相当なも

のだ。実際、ぼくが知っているだけでこの４

年、「敷地の外」で子どもに会えない親、３人

が自殺している。それ以外にもフランス大使

館は、日本人との結婚で、３人のフランス人

の別居親の自殺を発表している。家裁に行っ

ても、子どもと会うという取り決めができる

確率は約半分。月に１回以上の取り決めがで

きるのは、さらにそのうちの半分となってい

る。それも２時間ほどで、守られる保障はな

い。子どもに会いたいと相談に来た人にはこ

ういう。「ぼくたちハエっすよ、ハエ」。期待

して家裁に行くと、バシッと打ち落とされる。 

 家裁には交流を履行させるための強制力が

弱く、結果、「実効支配」が「母性優先」より

も優先ルールとなっている。子どもを持って

いない親には、男女かかわらず調停委員や裁

判官は子どもを諦めさせる。母親は、「あなた

まだ若いんでしょ、再婚して子ども生んだら」

と言われ、父親は、「子どもが小さいうちは女

が育てるのが当たり前」と言われたりする。

昨年民法に「面会及びその他の交流」という

文言が明文化された。その５月、千葉家裁松

戸支部の若林辰繁裁判官は、調停でその国会

での審議を示した父親に、「法務大臣が国会で

何を言おうと関係ない。国会審議など、これ

まで参考にしたことは一度もない」と言い放

っている。 

 そんな家裁の現実なので、ブログの書き込

み自体には「やっぱりね」と驚きはなかった。

とはいえ、いいわけないので、別居親や、家

族支援をしている１３の団体で３月５日に

「裁判所職員の家庭裁判所利用者への差別発

言を許さない共同声明」を公表した。翌日に

は最高裁判所に要請。一人で行くかと思って
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たけど、電話したら一人いっしょに来てくれ

た。昼休みには西門で声明文を職員たちに配

った。 

 事前に新聞記者が問い合わせていたのもあ

ってか、要請では異例なことに最高裁から伝

えて欲しいと文書が読み上げられた。いつも

は要請があるというとめんどくさそうに「郵

便で送ってください」と言ってくる。何でも

２月末ごろに、書き込みの「内容によっては、

国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性

があるほか、守秘義務に抵触しない場合でも、

事件関係者を侮辱したり、誹謗中傷したりす

るような内容が含まれていれば、国家公務員

法上禁止されている信用失墜行為に該当する

こともあるから、裁判所職員として法規を遵

守することについて、職責を負っていること

をあらためて認識し、国民からの信頼が損な

われることがないよう」、ネット利用にあたっ

て注意喚起を促す文書を、全職員に対して配

ったという。 

 書き込みタイトルの「テミス様」というの

は剣と天秤を持つ正義の女神。「ガチです」っ

て言ってるくらだから、本人いいことしたと

思っている。そもそも注意して書いてんだろ

うから、何の意味もないことだ。これで幕引

きはありえない。 

 「これじゃ受け取った側は何のことかわか

んないじゃないですか。職員なら特定して処

分すべきだし、職員じゃないなら職員の名前

を語ってるわけだからやっぱり問題でしょう。

このブログの書き込みについて裁判所の見解

を公表しないと」と出てきた職員に言った。

「法律村」の掟に忠実かどうかより、「聞きた

いのはあなたの考えよ」。だいたい事前に何度

も電話しているのに、担当の職員すら出てこ

ない。 

 翌日には、書き込みだけでなく、ブログそ

のものがネット上から消えていた。３月１４

日、最高裁に対応を問い合わせると、「検討中」

との答えが返ってきた。 

 この書き込み、裁判所全体を覆っている「お

上意識」がボロリと表に出たにすぎない。「後

始末がたいへん」なのは「敷地の中」だ。 

              （宗像 充） 

＊雑誌「インパクション」184 号に寄稿したも

のを加筆修正し「共同親権運動」20号に掲載 

 

 

「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」 

その後 

裁判所職員が家裁利用者を 

「キチガイ」呼ばわり 

 

前号（「共同親権運動 20号」で紹介した「裁

判所職員」を名乗る甲野太郎が自身のブログ

で家裁利用者を「キチガイ」と呼んだ問題。 

 １３団体で抗議声明を挙げ（その後１４団

体に）、裁判所にはｋネットから、犯人の特定

と研修の実施を求めて要望書を出し、期限を

区切って重ねて書面での回答を求めた。これ

まで何回か、裁判所宛に書面での回答を求め

たことがあるが、書面での回答をもらったこ

とは一度もない。期限が過ぎてしばらくして、

最高裁に電話して、いつも対応窓口になって

いる丸山審査官を呼び出したところ、人事の

ほうから伝えて欲しいと言われて、回答らし

き文面を読み上げられた。「文書での回答はど

うなったんですか」と聞いても、答えはない。 

「ブログの作成者が裁判所職員である可能性

は否定できないと考えて注意喚起を行ったが、

ブログの作成者が裁判所職員であるか否かの 

特定は困難であり、作成者が職員であること

を前提とした処分の検討や再発防止策の策定

などは難しい。 

 また研修については、これまでも家庭裁判

所の職員に対し、接遇に関する研修も含め、
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家庭裁判所の事務処理に必要な知識を付与す

る研修を行ってきたところであるが、今後も

必要な研修を行っていきたいと考えている」 

 という内容だった。前回最高裁に申し入れ

た際、最高裁が職員向けに書面を配ったのは

確認していた。実際、裁判所職員の一人にそ

のことを聞くと、「回ってきましたよ。でもこ

れじゃあ何のことを言っているかわかんない

ですよね」というのが、その方の感想だった。

申し入れたその場で情報開示請求してしばら

くして開示された。 

 回覧文書は、人事局能率課長の永田昌敏名

義で、事務総局各局庶務主任、司法研修所総

務課長、裁判所職員総合研修所総務課長、最

高裁判所図書館総務課長宛に２月２４日付け

で配られた「インターネットを利用する際の

服務規律の遵守について」というもの。同じ

く「職員各位」に同日、人事能率課から同様

の文書が配られている。 

 丸山さんに、とくとくと３０分ほどあんた

そりゃおかしいって思わんの、といちいち説

明した。 

「だいたい、『テミス様に誓ってガチです』と

か言ってるんですよ。いいことしたと思って

んだから、注意喚起したって、本人意味分か

ってないでしょう」 

 と言ったら丸山さんに受けてた。 

「うちの近所で、交番のおまわりが拳銃で人

殺しましたけど、警官に職質されたら、あん

たらにそういうこと言われたくないわと、言

いたくなりますよ。そんなこと言われるの職

員としていやでしょう。裁判所が、組織とし

て、そういうのよくないし、こういうことに

なったこと自体反省してますって言わないと

いやな思いをするの、職員でしょう」 

 大体最高裁が裁判所の職員を大事にしない

から、こんなブログができるというのがわか

っていない。以前人事局のほうに電話したと

き、「ほんとはだれがやったか知ってるんでし

ょ」と聞くと、しばらく電話口に流れた沈黙

は何だったんでしょうね。そんな答えじゃ許

してあげないからね。裁判所は弁護士会と同

じく、これまで一度も世論のバッシングを受

けたことのない官僚組織だ。反省しない組織

に未来はありますか、テミス様。（宗像充） 

＊「共同親権運動」21号に掲載 

 

 

 

 

✓若林裁判官「法務大臣が 

国会で何を言おうと関係ない」 

 この問題は、２０１１年５月２７日に、千 

千葉家庭裁判所松戸支部において、調停中

の渡邉泰之さんが、「面会交流」について明文

化された５月２６日の民法改正の国会審議で、

当時の江田五月法務大臣が言った言葉を引用

してしゃべったところ、「法務大臣が国会で何

を言おうと関係ない。国会審議など、これま

で参考にしたことは一度もない」と若林辰繁

裁判官が言いはなったという問題です（この 

 

 

 

 

 

 

 

日は国会で民法改正が成立した日でした）。 

 問題は、当初海外のメディアで取り上げら

れましたが、その後国内の週刊誌やテレビで

も取り上げられ、２０１２年１０月２９日に、

朝日新聞「ＡＥＲＡ」で当事者の渡邉さんが

実名で告発するという経過をたどりました。 

 三権分立の原則を無視する裁判官発言に、

ｋネットでも辞職を求める要望書を松戸支部
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に提出したほか、国会でこの問題が取り上げ

られ、訴追委員会で審議されるかどうかが争

点となっています。 

 

 

■あらすじ 

以下は、渡邉さんの手記をもとに、家裁監

視団がまとめたものです。 

 

２０１１年４月１９日 千葉家裁松戸支部 

 若林裁判官は、Ｙさん（渡邉さん）に対し、

「あなたは連れ去り、連れ去りというけど、

連れ去りではない可能性もあります。以前の

裁判で、当初は子どもを連れ去られたと主張

していた者が、やはり連れ去りではなかった

と主張を撤回した例もあります」と言いまし

た。 

 Ｙさんは「定義の仕方にもよるかもしれま

せんが、連れ去りが『一方の親の同意なく子

の居所を移動すること』だとすれば、連れ去

りの主張を撤回することなどありえません。

裁判中に、私が妻による連れ去りに同意して

いたことに『気付く』ことがあるとでも言い

たいのですか？」と反論すると、若林裁判官

は話題を変えました。 

２０１１年５月２７日 千葉家裁松戸支部 

 民法改正法が成立した日にＹさんは家庭裁

判所に出頭していました。Ｙさんは、若林裁

判官に対し、国会の議事録も提出した上で、

「子の利益」を第一に考えた審査をしていた

だきたいとお願いしたところ、若林裁判官は

「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。 

国会審議など、これまで参考にしたことは一

度もない」と言いました。 

 Ｙさんは、「立法者意思を全く無視して法解

釈をして良いと家庭裁判所が判断する根拠は

何ですか。司法は立法府より上の立場という

ことでしょうか」と尋ねたところ、「あなたと

法律の議論をするつもりはない」と言って席

を立ってしまいました。 

 若林裁判官が出て行った後、書記官に対し、

Ｙさんは「今の裁判官の発言は、憲法の規定

に反するのではないですか」と尋ねたところ、

書記官は「裁判官は、社会情勢の変化を考慮

して立法者意思と異なる判断をすることもあ

る、ということを言いたかったのではないか」

と答えました。 

 Ｙさんが「法務大臣が『継続性の原則』を

安易に適用すべきではないなどの答弁したの

は昨日です。一晩で社会情勢が変わったので

すか」と聞いたら、「そうですよね」と書記官

も黙ってしまいました。 

２０１１年５月２７日 千葉家裁松戸支部 

 若林裁判官から「貴方は一般的な話ばかり

書いてきて具体的な証拠を示さない。」と言わ

れました。Ｙさんは「娘を昨年５月６日に連

れ去られたという事実。そして、昨年の９月

末に数時間、娘に会って以降、一切会えてい

ないという事実。これ程、客観的で分かり易

い事実を何度も陳述書に書きました。これら

は、具体的な証拠ではないのですか」という

と黙ってしまいました。 

 その後、以前提出した陳述書とほぼ同じ内

容の文書を言葉を変え「証拠」として改めて

裁判所に提出することになりました。 

２０１１年１２月２０日 千葉家裁松戸支部 

 若林裁判官から「（婚姻費用の算定で）職権

で過去３月分の給与明細を職場に照会する」

と言われた際に、Ｙさんから「今すぐ無理や

り婚姻費用の話を進めなければいけない合理

的理由・根拠を教えてください」と尋ねたと

ころ、それには無視して答えず、Ｙさんの代

理人に対し「代理人は今の発言を許すのです

か」との言い方をしました。 

 代理人は「今、本人が発言をしていること
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を止める理由は全くありませんが、どういう

意味ですか？」と逆に質問したら若林裁判官

は黙ってしまい、別の話に移しました。 

２０１１年１２月２０日 千葉家裁松戸支部 

 若林裁判官が、審問を５分程度で終わらせ

ようとしたため、Ｙさんが「裁判官に対して

何点かお聞きしたいことがあるのですが」と

聞くと「それは考えていません」と言って終

わりにしようとしました。 

２０１１年１２月２０日 千葉家裁松戸支部 

 若林裁判官が「民法改正後もルールは一切

変わっていない」と以前言ったことに対し、

Ｙさんが「そのルールとは何ですか」と聞く

と「申し上げることはございません」。さらに、

「裁判官は憲法に基づき法に拘束されると規

定されていますが、貴方は法に従わず独断で

全て判断して良いと考えているのですか」と

聞くと、若林裁判官は、「お答えする必要はあ

りません」と言いました。 

 Ｙさんが「なぜ答える必要がないのですか」

と聞いても、明確な答えはありませんでした。 

 以上のような具体的な発言だけでなく、Ｙ

さんが話をしている途中で遮って、更に声を

大きくして、聞かないようにしようとする一

方で、若林裁判官が話をしている途中で、例

えばＹさんの妻が反論をしようとすると「貴

方は黙っていなさい」などと叱って止めさせ

るなどの行為もしています。 

 

 ｋネットでは、２０１１年「民法 ７６６条

改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書」

を最高裁と千葉家裁に提出し、それに対して

千葉家裁からは、「今回いただいた要望書に記

載されている処理に関する要望については各

事件の内容によって家事審判官が個別に判断

するものでお答えできません」との回答を受

け取っています。また、２０１１年１２月２

０日には、「若林辰繁裁判官の辞職を求める要

望書」を若林裁判官本人と、最高裁長官、東

京高裁長官、千葉家裁所長宛に提出していま

す。 さらに、２０１２年７月８日には「民

法７６６条改正を生かした裁判所運営を求め

る要望書」を千葉家庭裁判所委員会宛に提出

しています。 

 

 

民法７６６条改正を生かした 

裁判所運営を求める要望書 

２０１２年７月８日 

 

千葉家庭裁判所委員会委員長 松田清 様 

千葉家庭裁判所委員会委員の皆様 

 

 日々、法曹の向上に努力されておりますこ

と、ありがとうございます。 

 昨年５月２７日に、「面会及びその他の交

流」について明文化した民法改正案が成立し

ました。この同じ日、子どもとの交流を絶た

れ調停に出席した父親が、法務大臣の国会で

の答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判

断をしてほしいとお願いしました。千葉家庭

裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のよ

うに述べました。 

「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。

国会審議など、これまで参考にしたことは一

度もない」 

 この父親が、「立法者意思を全く無視して法

解釈をしてよいと家庭裁判所が判断する根拠

は何ですか。司法は立法より上の立場という

ことでしょうか」と聞き返すと、「あなたと法

律の議論をするつもりはない」と言って席を

立ちました。 

 江田法務大臣は国会での審議において、「可

能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができ

るように努める。これはこの法律の意図する
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ところだ。家庭裁判所の調停審判においてよ

り一層そういった方向で努力がなされること

を期待する」と述べ立法趣旨を明確にしてい

ます」 

 私たちも別居親団体として相談を受けまし

たが、この父親の子どもを育てたいという訴

えは、一審では認められず、高裁でもすぐに

却下されています。 

 私たちは、この若林裁判官の発言について、

度々、裁判所の適切な対応を求めて所轄の千

葉家庭裁判所と、松戸支部、及び最高裁判所

に要望書を提出するとともに、法の趣旨に基

づいた裁判所運営がなされるように、求めて

きました。 

 またこの間、各報道でこの件が度々取り上

げられたほか、先日、６月１９日の参議院で

も、桜内文城参議院議員が、「これこそ本当に

裁判官の独立じゃなくて、裁判官の独善に陥

っているんじゃないかと思うんですけど」と

述べ、この発言を問題視して家庭裁判所のあ

り方を問う質問をしています。桜内議員の質

問に答えて、最高裁判所家庭局豊澤佳弘局長

は、「法改正等が行われた場合、新たに定めら

れた法律の趣旨にのっとった法の解釈、適用

あるいは実務の運用というのがなされるべき

ことは委員のご指摘のとおりでございます」

と述べています。 

 私たちは裁判官にフリーハンドを与えてい

るわけではありません。個別の事情に基づい

た判断を裁判官がするのは当たり前ですが、

若林裁判官の発言は、自身の思い込みに事例

を当てはめて考えようとする、裁判官の思考

停止の現れと、私たちは考えざるをえません。

法律が民意を直接反映する国会で定められる

以上、法律に主権者である私たちにとって必

要な立法趣旨があるのは当たり前です。それ

を無視してはばからないなら、そもそも裁判

官という職業自体を自己否定することになり

ます。 

 民法７６６条はこの４月から施行されてい

ま す。また、「当事者にふさわしい適切な手

続保障」を趣旨とする、家事事件手続法も来

年４月から施行されます。当然、双方の法改

正の趣旨を汲んだ調停・審 判、裁判の運営が、

これからいっそう求められます。いずれも、

市民に開かれ身近な裁判所を作ろうとする家

庭裁判所委員会の存在意義と合致する法改正

でもあります。その際、こういった裁判官の

発言を裁判所として不問にすることは、裁判

官の独立を脅かし法の趣旨に基づいた家庭裁

判所のあり方を困難にします。 

 今年４月から民法７６６条は施行されまし

たが、依然現状を追認する監護権の指定や、

月に１回２時間程度（年２４時間）といった

ような、世間に言えば信じられないような子

育ての時間を別居親に割り当てる、家庭裁判

所の面会交流の基準に変化があるように見え

ません。２時間では、千葉城に行って天守閣

に登ったら、もうおしまいです。 

 私たちは、千葉家庭裁判所として、この若

林裁判官の発言問題の解決と再発防止を求め、

以下要望します。 

 

１ 若林裁判官の発言についての千葉家庭裁

判所としての見解を表明してください。 

２ 再発防止に向けた取り組みを公開の上実

施してください。 

３ 面会交流が別居親の子育ての時間である

ことを踏まえて、民法７６６条改正の趣旨を

生かすため、別居親子当事者を交えた職員研

修を、千葉家庭裁判所が率先して行い、当事

者の声を反映した裁判所運用を行ってくださ

い。 

 

 

□国会質問 
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２０１２年６月１９日、国会でも参議院法

務委員会で桜内ふみき（みんなの党）参議院

議員がこの問題を取り上げました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

桜内議員 ……特に法改正が行われた場合に、

最高裁判所なりがしっかり指導して、こうい

う法改正があったのであるから、今後家事事

件については、これまでの継続性の原則、ま

ず子どもを自分の手元に連れてきた親のほう

が監護権を得られる場合が多い。……こうい

った原則は今後子の利益からすればそうじゃ

ないんですよ、そうやってＤＶのうその申立

をした親が、得をするようなそういう審判が

なされると、司法に対する信頼が損なわれる

んじゃないか、それを防ぐためにも、上級庁、

最高裁の事務局なりが、しっかりと研修を行

う、あるいは国会でどういう議論で法改正が

なされたというのを伝えていく、こういった

ことも必要だと思うんです。……それも今ま

でのところ、裁判官の独立という名のもとに、

ほとんど強く言えていない。それで一方で、

「不逞の輩」と言いますか、裁判官独立して

いるんだから文句言うなというふうに言って

いる裁判官もいるやに聞くんですけど、これ

こそ本当に裁判官の独立じゃなくて、「裁判官

の独善」に陥っているんじゃないかと思うん

ですけど……。 

豊澤最高裁判所家庭局長 ……事務当局とい

たしましては、これまで法改正等がありまし

た場合には、その立法の経緯や趣旨について

も周知するように努めてまいりました。委員

指摘の民法等の一部を改正する法律、これに

関しても国会における審議会の会議録の抜粋

を書簡に添付する形で周知をはかったり、ま

た、研究会等の経緯を利用して、立法の経緯

や趣旨について説明するなど、周知をはかっ

てきたところです。今後もこういう取り組み

を継続的に行って実務のサポートを行ってい

きたいという風に考えております。 

桜内議員 ……やはり事実認定のあり方とか、 

今の制度が全然ダメだというつもりはないん

ですけど、刑事事件が取り下げられてなくな

ったにもかかわらず、そのことをまったく反

映しないような事実認定が、家庭裁判所でな

されたと、こういったことがないように、手

続をもうちょっと定めていくですとか、それ

から実際のこういった事例に際して、裁判官

の独立の範囲をしっかり限定していくべきな

んじゃないかと私は思っています。 

 なぜかというと、一般の民事事件、地方裁

判所は一人でやるわけですけど、家庭内に入

っていくと、担当の裁判官個人の意向という

か、家庭に対する思いとか、世間一般とかけ

はなれている場合があるので、今の一人制と

いうのを家庭裁判所に関しては合議制にする

とか、いろんなやり方があろうかと思います。

……家事事件の場合は、まさに大きな人生の

お金にかえられないものについて裁判官が判

断していく、より重い判断がなされていくわ

けですよ。当事者裁判官の独立が独善に陥ら

ないような仕組み作りが、今後やはり検討し

ていく必要があると思うんですけど。 

 

 

◎関連報道 

■The Economist 2012.1.21 

〝Child-snatchers A dark side to family 

life in Japan〟 

■サンデー毎日 2011.12.25 

「調査官クビを求められた最高裁長官『官僚

の責任』 

■週刊朝日 2011.12.23 
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「『子ども連れ去り』で飛び出した裁判官の〝

トンデモ〟発言」 

■Japan Today 2012.1.15 

〝Child abduction issue should be key 

concern in Japan-U.S. relations〟 

■ＦＡＣＴＡVOL.73（2012 年５月号） 

「離婚妻『子ども連れ去り』の不条理 ある

日突然妻とともに子どもが消えた。おまけに

ＤＶで訴えられ養育費をガッポリと……。父

親は司法に見捨てられる」 

■ＦＮＮスーパーニュース 2012.8.23 

「なぜ？ 子どもに会えない……親子の『絆』

離婚“連れ去り得”の現実」 

■ＡＥＲＡ2012.10.29 

「『子に会えぬ』現役副市長が実名で告発 

『連れ去り』容認する司法
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✓名古屋家裁一宮支部 

面会交流「もみけし」事件 

  

この事件では子どもと離れて暮らす父親が、

家庭裁判所に面会交流の申立を何度もしたに

もかかわらずその場しのぎの「説得」で６年

間にわたって問題の先送りを続け、相手方に

何ら義務づけず、最終的に、２０１２年１０

月、調停を途中で一方的に打ち切り審判にも

移行させませんでした。いわゆる「もみけし」

をおこなった事例です。 

裁判を受ける権利を保障した憲法に違反する

一連の裁判所の対応は「法の番人」としての

信頼性を著しく失墜させるものです。このよ

うな事例は、残念なことに度々家裁監視団に

寄せられています。（１９ページ参照） 

 

 

■あらすじ 

出産後、実家依存が激しい相手方に対し、

２００６年、夫婦円満調停の申し立てをした

際に同時に申立人は面接交渉申立てを行った

が、一度も面接交渉について話されることは

無く、当時の調停委員から離婚だけを決めて

欲しいと言われた。 

 申立人が離婚要望に応じる代わりに、子供

との関係維持に努めることと条件をつけた際、

当時の調査官は、手続き上、一度面接交渉調

停の申立てを取り下げる必要があると言われ

取下げた。面接交渉について何の記載も成さ

れなかった。 

その後直ぐに面接交渉申立てを行ったが、 

２００７年、新井紅亜礼裁判官は面接交渉以

外の部分（養育費・財産分与）だけを先に決

め、その際にも子供との関係維持を条件に同

意すると言ったのに、調書に何も記載せず調

書を作成した２００８年、小川紀代子裁判官

は当時、子どもは生後間もなく、試行面接時

に泣くという理由で子供が3歳になるまで様

子見ということで全面却下された（生後間も

なく何度か子供を抱きに行ったが子供は喜ん

でいた）。 

子供が 3歳になる頃、再度、面接交渉調停

を申し立て。近田正晴裁判官は調停を相手方

不在にもかかわらず、審判に移行させず、一

度だけ試行面接をさせた。調停開始から 1年

あまり試行面接すらしなかったのに、２０１

０年１月、試行面接の結果は「親子がぎこち

ない」、「相手方は 父親は居ない者として育

てている」などと発言し、「今審判しても認め

られるのはせいぜい年一回だから」などと審

判移行を止めるよう促した。そして次回調停

を半年先にし、その間に担当裁判官は変わっ

ていた。 

次に担当した遠田真司裁判官は、２０１１

年８月、調停をずるずる長引かせ、審判移行

させた後の審問の際、「相手方は子供が小学生

の夏休み（子供はその時点、幼稚園の年中）

からなら会わせてもいいと言っている」と妥

協案を出した。申立人が試行面接の際子供は

ニコニコしていたのに、何故直ぐ面接を認め

ないのかと拒否すると子供は家に帰った後、

心理的悪影響があった」という相手方の陳述

を理由に、面接交渉申立てを全面却下した。 

担当していた島田調査官は試行面接の際、

子供が少し飽きたかもしれない状態を「子供

が飽きた面もあるが、父親をまるで拒否する

かのようだった」など歪曲した表現を調査書

に多用し、「申立人の面接の強要が相手方と子

供への負担である」と一方的な言い分を調査

報告書の至る所に用いて申立人を不当に貶め

た。 

再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し

立てているが、調停は開かれず、申立て事由
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を手紙などによる間接的面接交渉にしないと

調停が開かれないと言われ、間接面接を目的

とした調停を行っている。しかし、絵葉書な

ど何度出しても娘からの返事ではなく、相手

方の代筆でしか返事が来ない。 

離婚調停中から 面接調停を申立て、その

後２回の審判・抗告を経て第４回調停を平成

２０１２年３月２９日に申立て、申立て主旨

変更をしないと調停に応じないという、５月

１１日調査時の相手方の主張を一旦受け入れ

６月２８日ようやく第１回調停が開かれた。 

 計３回の調停による話合いを経て、（前回審

判前の審問で相手方は小学一年の夏休みなら

会わせてもいいと言っていたのに、そのため

のステップを提案して欲しいという申立人に

対し、相手方は面接交渉させるつもりはある

が期限は決められないなどと主張した） 

２０１２年１０月１９日、小川貴紀裁判官

より本件について「調停なさず、審判なし。

面接交渉全面却下」という判断が成された。 

申立人は調停を始めて、離婚成立時、養育

費成立の際に子供との面接交渉を条件に同意

した。その経過は裁判官に無視され、６年目

に入っても相手方が子供が嫌がっているなど

と言い訳をし協力しないだけなのは分かって

いるのに、何一つ面接交渉に関する取決めを

行わないのはオカシイという主張は無視され、

相手方の陳述だけをもとにした調査報告書の

再調査請求も無視され、２０１２年４月の法

改正の施行対象でも無いと言われた。 

＊申立人の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝ 

 

その後家庭裁判所に行った申立人は松宮

書記官より「調停せず」とだけ記載された事

件終了証明書を発行され事件はもみけされま

した。 

申立人のコメントです。 

「６年間も相手方に捨てられているかも知れ

ない、手紙を娘に送り続けているのに、相手

方からは年に１、２枚の写真、相手方の代筆

の礼状だけのやりとりが続いているのです。

これでは娘との交流は無いに等しい辛い状態

が続いています」 
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民法７６６条改正に伴う 

家庭裁判所アンケート調査結果 

 
ｋネットでは、２０１２年７月１４日付けで全国の家裁にアンケートを送付し、「面会交流」が

明記された民法７６６条の改正によってどの程度家庭裁判所の運用が変わったかについて質問し

ました。郵送・電話・ファックスでの回答を求めましたが、７月末日の回答期限に東京家裁から

「回答しない」旨の電話連絡があったほかは１通の回答もありませんでした（東京家裁は後日窓

口で再度依頼し、電話で正式回答）。 

ｋネットでは全国の会員を通じて、窓口での回答を再度求めました。 

回答は総務課や庶務課などの職員の任意での回答がほとんどであり（回答形式は明記）、家庭裁

判所の正式の回答では必ずしもありません。また、リーフレットや遊具の有無などは、会員によ

る実地調査をもとにしているところもあります。 

 

質問項目は以下の８点です。 

（１）待合室の本棚やパンフレットスタンドに面会交流についての本やリーフレットはあります

か？     

（２）（１）で「ある」と答えた方へ。それはどのようなものですか？ 

（３）待合室に子どもが過ごす場所や遊具・絵本はありますか？     

（４）調停時に調停委員や調査官が面会交流の意義や目安について当事者双方に説明をします

か？     

（５）調停時に面会交流に関するビデオ／ＤＶＤの視聴を当事者双方にしますか？    

（６）児童室（プレイルーム）はありますか？     

（７）民法７６６条改正に伴う職員研修をしましたか？     

（８）民法７６６条を周知するための新しい取り組みをしている場合は教えてください。 
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【 アンケート調査結果 】 

 
  家裁名 支部名 回答への対応 （１）待合室

の本棚やパ

ンフレットス

タンドに面会

交流につい

ての本やリ

ーフレットは

あります

か？ 

（２）（１）で「ある」

と答えた方へ。

それはどのよう

なものですか？ 

（３）待合室に子

どもが過ごす場

所や遊具・絵本

はありますか？ 

（４）調停時に調

停委員や調査官

が面会交流の意

義や目安につい

て当事者双方に

説明をします

か？ 

（５）調停時に面

会交流に関する

ビデオ／ＤＶＤの

視聴を当事者双

方にしますか？ 

（６）児童室（プレ

イルーム）はあり

ますか？ 

（７）民法７６６条

改正に伴う職員

研修をしました

か？ 

（８）民法７６６

条を周知する

ための新しい

取り組みをし

ている場合は

教えてくださ

い。 

1 札幌   任意 ある 裁判所発行のリ

ーフレット等 

児童観察室（プレ

イルームにあ

る） 

全員にする（ま

ずは「子どもの

最善の利益」を

念頭において、

面会交流の大切

さを説明し、その

方向に促すよう

にする」 

必要があればす

る 

ある した   

2 函館                     

3 旭川                     

4 釧路                     

    帯広 任意 ある 家庭問題情報セ

ンター「養育費・

面会交流」「面会

交流」（受付前の

ホールに）、申立

人待合室に「おう

ちがふたつ」「恐

竜の離婚」「パパ

はジョニーって

いうんだ」「ココ、

きみのせいじゃ

ない」。相手方待

合室に「パパは

ジョニーっていう

んだ」「ココ、きみ

のせいじゃない」 

絵本あり。ほか

にベビーベッド 

ない。「民法が改

正される前から

家裁の面会交流

に対する考え方

は子供の福祉第

一で、先行して

家裁が行ってい

た後で民法に面

会交流が明記さ

れた。民法改正

後も家裁の考え

方は一切変わら

ない。面会交流

は監護親の同意

が必然」 

必要があればす

る。「面会交流の

意義をわかって

いて、会わせたく

ないと言ってい

るような人に見

せると、気分を害

するので見せな

い」 

ある 「法改正が有った

のだから行って

いるはずだと思

う」 

しない 

5 仙台                     

6 福島                     

7 山形   任意。「法律が変

わっても、特に何

か変わるもので

はない」と発言。 

ない   ない（絵本はあ

る） 

必要があればす

る 

必要があればす

る 

ある 検討中 未回答 

    米沢 任意 ある 「ココ、きみのせ

いじゃない」 

ない 必要があればす

る 

必要があればす

る 

ない 検討中 未回答 

8 盛岡                     

9 秋田                     

10 青森                     

11 東京   一度回答拒否、

後総務課から電

話回答 

家事手続案

内にある 

裁判所発行のリ

ーフレット 

ない 必要があればす

る 

必要があればす

る 

ある 一般に法改正

時、内容趣旨に

ついて周知す

る。必要に応じて

研修やミーティン

グをする。 

裁判所発行のリ

ーフレットに法改

正と明文化が明

示された 
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    立川 窓口でアンケー

トを引き取り「組

織として対応す

る」と言って返答

なし。「利用者に

説明しない法的

根拠は」と問う

と、「回答しなけ

ればいけない法

的根拠は」と回答

（庶務課長福本さ

ん）。その後約１

月後に庶務課か

ら「利用案内の

範囲で」電話回

答。調査は実地

調査も含む 

ない（棚もな

い）。１階の

総合案内に

面会交流の

しおりあり 

  ない（授乳室あ

り） 

一概に答えられ

ない 

一概に答えられ

ない 

ある 法改正の場合、

必要に応じて研

修を行う 

裁判所のリーフ

レットに法改正

のことについて

触れてある 

12 横浜                     

13 さいた

ま 

  電話口で回答拒

否、理由も示さず

（総務課荒川さ

ん） 

                

14 千葉   任意 ある（家事事

件手続案内

前） 

手続案内に裁判

所発行のリーフ

レット、ＦＰＩＣのリ

ーフレット、待合

室に「ココ、きみ

のせいじゃない」 

ある（床に仕切り

あり） 

全員にする 必要があればす

る 

ある した   

15 水戸                     

16 宇都宮                     

17 前橋                     

18 静岡                     

19 甲府                     

20 長野                     

    松本 任意 ない   ない 必要があればす

る 

必要があればす

る 

専用の部屋はな

く、裁判官の要請

に応じてつくる 

「答える必要がな

い」→「利用案内

の範疇ではない

ので答えられな

い」 

  

21 新潟                     

22 名古屋                     

23 津                     

24 岐阜                     

25 福井                     

26 金沢   任意 ある 裁判所発行のリ

ーフレット 

ない 必要があればす

る 

しない ない しない   

27 富山   任意 ない   ない 必要があればす

る 

しない ない しない   

28 大阪   質問者が総務課

職員５～６人に

取り囲まれ回答

を拒否 

                

29 京都                     

30 神戸                     

    尼崎 窓口で「本庁で

お願いします」と

回答せず 

                

31 奈良                     

32 大津                     

33 和歌山                     

34 広島                     

35 山口                     

36 岡山                     
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37 鳥取   任意 ある 各家裁独自のリ

ーフレット（申立

人と相手方で内

容に違い有り） 

ない 必要があればす

る 

必要があればす

る 

ある した   

38 松江                     

39 高松                     

40 徳島                     

41 高知                     

42 松山                     

43 福岡   任意（電話回答） ある   ない（ロビーにあ

り） 

  ロビーで家裁の

手続等の他のビ

デオといっしょに

流している 

ない（子どもは親

の隣に座っても

らっている） 

した （７）の研修をし

た 

44 佐賀                     

45 長崎                     

46 大分   任意 ある 裁判所発行のリ

ーフレットと大分

家裁独自のリー

フレット 

ない 未回答 オープンな待合

スペースでビデ

オが常時流れて

いる 

ある 未回答 未回答 

47 熊本                     

48 鹿児島                     

49 宮崎   書面提出を求め

られ（おやかわ

氏）たため質問

用紙を手渡し、そ

の後10日間ほど

放置。電話回答

で「内規で質問

には答えられな

い」（総務課田中

氏）と回答 

                

50 那覇                     
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  裁判官に気をつけろ２０１２ 

 

2012 年に家裁監視団に寄せられた、裁判官情報です。 

 

 

 

小田正二裁判官（東京家裁）編 
 

Ａさんは妻と別居した後、子どもとは会え

ていたが、４年前から子どもと会えなくなっ

た。 

 その後相手方から面会を禁止する審判が申

し立てられ、２年前に面会を全面的に禁止す

る決定が出された。 

 １年少し経って、２０１２年はじめにＡさ

んは再度調停を申し立てた。期日に東京家裁

に行くと、裁判官の小田と書記官が出てきて、

「以前に審判が確定してから１年ちょっとし

か経っていない。取り下げたらどうですか」

とＡさんに勧めた。相手方は同席していた。 

 Ａさんは従来の形式の調停を開いて欲しい

と裁判所に訴えた。Ａさんは小田に、子ども

のことが心配だし、子どもの成長を知りたい

と伝えたが、小田は「そんなことはどうでも

いい」とＡさんに答えた。また間接交流すら

認められていないことについて指摘すると

「どうして写真を見たいんですか」と聞いて

きた。 

調停は何回か開かれたが、結局小田が「審

判になっても結論は同じ」と述べＡさんは審

判に移行することを諦めた。 

 

 

 

小川紀代子裁判官（名古屋高裁金沢支部） 

近田正晴裁判官（岐阜家裁多治見支部長） 
遠田真嗣裁判官（名古屋家裁一宮支部） 
小川貴紀裁判官（名古屋家裁一宮支部） 編 
 

＊名古屋家裁一宮支部での案件に関して（１２ページ参照） 

 

出産後、実家依存が激しい相手方に対し、

２００６年、夫婦円満調停の申し立てをした

際に同時に申立人は面接交渉申立てを行った

が、一度も面接交渉について話されることは

無く、当時の調停委員から離婚だけを決めて

欲しいと言われた。 
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 申立人が離婚要望に応じる代わりに、子供

との関係維持の努めることと条件をつけた際 

当時の調査官は、手続き上、一度面接交渉調

停の申立てを取り下げる必要があると言われ

取下げた。面接交渉について何の記載も成さ

れなかった。 

その後直ぐに面接交渉申立てを行ったが、 

２００７年、新井紅亜礼裁判官は面接交渉以

外の部分（養育費・財産分与）だけを先に決

め、その際にも子供との関係維持を条件に同

意すると言ったのに、調書に何も記載せず調

書を作成した２００８年、小川紀代子裁判官

は当時、子どもは生後間もなく、試行面接時

に泣くという理由で子供が3歳になるまで様

子見ということで全面却下された（生後間も

なく何度か子供を抱きに行ったが子供は喜ん

でいた）。 

子供が 3歳になる頃、再度、面接交渉調停

を申し立て。近田正晴裁判官は調停を相手方

不在にもかかわらず、審判に移行させず、一

度だけ試行面接をさせた。調停開始から 1年

あまり試行面接すらしなかったのに、２０１

０年１月、試行面接の結果は「親子がぎこち

ない」、「相手方は 父親は居ない者として育

てている」などと発言し、「今審判しても 認

められるのはせいぜい年一回だから」などと

審判移行を止めるよう促した。そして次回調

停を半年先にし、その間に担当裁判官は変わ

っていた。 

次に担当した遠田真司裁判官は、２０１１

年８月、調停をずるずる長引かせ、審判移行

させた後の審問の際、「相手方は子供が小学生

の夏休み（子供はその時点、幼稚園の年中）

からなら会わせてもいいと言っている」と妥

協案を出した。申立人が試行面接の際子供は

ニコニコしていたのに、何故直ぐ面接を認め

ないのかと拒否すると子供は家に帰った後、

心理的悪影響があった」という相手方の陳述

を理由に、面接交渉申立てを全面却下した。 

担当していた島田調査官は試行面接の際、

子供が少し飽きたかもしれない状態を「子供

が飽きた面もあるが、父親をまるで拒否する

かのようだった」など歪曲した表現を調査書

に多用し、「申立人の面接の強要が相手方と子

供への負担である」と一方的な言い分を調査

報告書の至る所に用いて申立人を不当に貶め

た。 

再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し

立てているが、調停は開かれず、申立て事由

を手紙などによる間接的面接交渉にしないと

調停が開かれないと言われ、間接面接を目的

とした調停を行っている。しかし、絵葉書な

ど何度出しても娘からの返事ではなく、相手

方の代筆でしか返事が来ない。 

離婚調停中から 面接調停を申立て、その

後２回の審判・抗告を経て第４回調停を平成

２０１２年３月２９日に申立て、申立て主旨

変更をしないと調停に応じないという、５月

１１日調査時の相手方の主張を一旦受け入れ

６月２８日ようやく第１回調停が開かれた。 

 計３回の調停による話合いを経て、（前回審

判前の審問で 相手方は小学一年の夏休みな

ら会わせてもいいと言っていたのにそのため

のステップを提案して欲しいという申立人に

対し、相手方は面接交渉させるつもりはある

が期限は決められないなどと主張した） 

２０１２年１０月１９日、小川貴紀裁判官

より本件について「調停なさず、審判なし。

面接交渉全面却下」という判断が成された。 

申立人は調停を始めて、離婚成立時、養育

費成立の際に子供との面接交渉を条件に同意

した。その経過は裁判官に無視され、６年目

に入っても相手方が子供が嫌がっているなど

と言い訳し協力しないだけなのは分かってい

るのに、何一つ面接交渉に関する取決めを行

わないのはオカシイという主張は無視され、
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相手方の陳述だけをもとにした調査報告書の

再調査請求も無視され、２０１２年４月の法

改正の施行対象でも無いと言われた。 

 

その後家庭裁判所に行った申立人は松宮

書記官より「調停せず」とだけ記載された事

件終了証明書を発行されました。申立人のコ

メントです。 

「６年間も 相手方に捨てられているかも知

れない、手紙を娘に送り続けているのに、相

手方からは年に１、２枚の写真、相手方の代

筆の礼状だけのやりとりが続いているのです。

これでは娘との交流は無いに等しい辛い状態

が続いています」 

なお、この件について担当した裁判所職員

にはほかに新井紅亜礼裁判官 （名古屋地方裁

判所）、泉敦子調査官がいます。 

＊申立人の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井理基夫裁判官（千葉家裁）編 
 

２００８年、Ｂさんは半年近く会えなくな

っていた子どもとの面会交流を求めて面会交

流の調停を申し立て、４月から調停が始まっ

た。調停は９月に不調になり審判に移行した

が、なかなか結果が出なかった。 

翌年２００９年４月、Ｂさんは裁判官が今

井に代わったことを伝えられた。会ったこと

もない裁判官に結果を出して欲しくないと審

尋を求め、Ｂさんは審判室で今井に会った。

その際、Ｂさんは、相手方が提出した書類が

今井の手元にあるのに気づいたが今井がその

ことについて説明しないため、口頭で自身の

ことを説明して審尋は終わった。後に、Ｂさ

んは弁護士を通じて、相手方の書類の提出の

有無を確認したところ裁判所から、相手方か

らの書類が届けられた。 

その後も審判の結果は出ず、審判に移行し

てから１年後の２００９年９月末、審判結果

が出た。結果は相手方の言い分通りの２ヶ月

に１回２時間の面会交流で、驚くことに、調

停、審判を通じて、Ｂさんが聞いたこともな

い相手方の主張で、事実認定がされていた。

こういった今井の行為は、当事者にふさわし

い適切な手続保障を欠く違法行為である。 

結局Ｂさんは抗告し、重要な事実認定はい

くつか訂正されたが、交流の頻度は変わらな

かった。今井はじめ千葉家裁の裁判官の、決

定のために事実を都合良く取捨選択する調停、

審判のせいで、Ｂさんは１歳と４歳で別れた

二人の娘と２年半にわたって引き離された。 

なお、Ｂさんは２年後の２０１２年９月に

も交流の拡充を求めて再調停を起こし、今井

が再び担当の裁判官になった。今井は、調停

の間１度もＢさんに顔を見せず、Ｂさんが求

めた審判移行も許さず、２０１２年４月、調

停を単に引き延ばさせただけで、理由も示さ

ず、担当裁判官を無責任に降りた。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

 

 



 

 

駒谷孝雄裁判官（千葉家裁）編 
 

Ｃさんは面会交流の拡充を求めて千葉家

裁に調停を起こした。それまで９月に調停を

申し立ててから半年近く調停が継続し、相手

方も何度か調停を欠席し、調停を引き延ばし

たにもかかわらず、裁判所もその是正をなか

なかしようとしないので、Ｃさんは裁判所に

調停を不調にし、審判に移行することを申し

出た。裁判所は相手方の説得に期待をかけて

なかなか調停に移行しなかった。 

４月に裁判官が駒谷に変わり、主張の開き

が大きいので審判に移行すると言うので、Ｃ

さんは、「これまでこちらかが主張しても審判

にならなかったのに、なぜ急に審判にするの

か、その理由を説明して欲しい」と言った。

これまでの経過で裁判所に不信を募らせてい

たのだ。Ｃさんが、「ちゃんと納得いく説明を

してくれるまで動きません」と言うと、駒谷

は、「じゃあ私が動きます」と言って、書記官

と調停委員とともに退席し、Ｃさんは調査官

とともに調停室に取り残された。 

駒谷が戻ってきて、Ｃさんに審判の手続を

説明した。Ｃさんは、千葉家裁の決定で２ヶ

月に１度という面会交流を１年半にわたって

続け、しかたなく再調停を申し立てた。前の

裁判官たちの決定で、子どもたちに不自由な

思いをさせています。そのことをきちんと考

えてください、とＣさんが駒谷に言うと、 

「それは私がやったことじゃないから」と言

った。当事者への手続保障を定めた家事事件

手続法について C さんが指摘すると、「施行

は来年からだから」と駒谷は説明した。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

 

 

市村陽典裁判官（東京高裁）編 

２０１１年５月に熱海支部で藤倉徹也裁

判官がＩさんに対して出した面会謝絶審判に

対して抗議声明を出しました。Ｉさんの抗告

を東京高裁の市村陽典裁判長が棄却したこと

についてｋネットでは２０１２年１月３１日

に東京高裁に申し入れしました。以下はその

抗議文です。 

 結局上告しても結果は変わりませんでした。 

東京高裁は子どもが親に会う邪魔をするな

東京高裁裁判官・市村陽典に抗議する 

 

東京高等裁判所第７民事部  

裁判官 市村陽典、齊木利夫、菅家忠行様 

２０１１年に、静岡家裁熱海出張所におい

て、藤倉徹也裁判官は「子どもとの面会を認

めず、年３回写真送付」するという決定を出

しました。この判決を不服としたＩさんに対

して、東京高裁（市村陽典裁判長、齊木利夫

裁判官、菅家忠行裁判官）は抗告を棄却し、

家裁の決定を追認しました。国家機関が自ら



 21 

 

進んで親子の縁を切るこの非人道的な判決に

私たちは強く抗議します。 

 抗告を棄却されたＩさんは、生まれてこの

かた子どもに一度もあったこともありません。

また相手方に一度も暴力をふるったこともあ

りません。 

「子どもの最善の利益を考えた」場合、面会

交流を断絶する判決を下すに至った理由を、

述べる必要があるのは当然です。しかしなが

ら、判決はその理由について一 切述べていま

せん。組織の体面を重視した、裁判官として

の義務の放棄です。こんな作文は判決の名に

値しません。恥を知るべきです。 

 面会を断絶するのであれば、父親の顔を知

らずに育つＩさんのお子さんの目の前で、子

どもにもわかる言葉でＩさんの要求の不当性

について、きちんと述べてください。それが

Ｉさんの息子への最低限の礼儀です。あなた

がたは邪魔にしかなっていません。 

 相手方の一方的な拒否を高葛藤と言い換え、

それを理由に面会交流を拒否することは不当

です。昨年５月、所管の江田法務大臣も豊澤

最高裁判所長官代理者も、「父母の高葛藤は子

どもの面会交流を否定する理由にはならず、

各家庭裁判所が面会交流の実現に向けて公的

サポートを行うべきこと」を述べています。 

 そのような観点に立てば、今回の時代錯誤

な判決を、市村陽典以下二名の裁判官が出し

たことを認めるわけにはいきません。私たち

は、きちんとした説明を東京高裁、市村陽典・

齊木利夫・菅家忠行裁判官に要求します。

 

 

若林辰繁裁判官（千葉家裁松戸支部）続編 
 

２０１１年２月初旬に調停申し立てをし、

４月下旬から開始されました。私（父親）か

らは離婚調停、相手方からは３月に婚姻費用

分割調停が出されました。調停委員は当初よ

りお金の件が先と離婚調停については一切触

れず、婚姻費用ばかりを話し合いました。 

９月になり、相手方が一切婚姻費用につい

て妥協しないため、裁判官の審判になりまし

た。このとき若林裁判官と初めて会いました。

お互いの代理人も同席していました。相手方

はいませんでした。その際に若林は一切私に

は話しをせず、またこちらを向こうともせず、

代理人にのみ話をしました。先生方といって

かなり丁寧な物腰でした。初めて見たときか

ら、態度が横柄でした。 

同氏より、基本的に算定表が基準になる旨

の説明がありました。このときに私は、算定

表は１０年以上前に作成されており、税金率

や社会制度、社会状況も変わっているのであ

り、算定表だけをもって決めるのはおかしい

という話をしました。また長く変更されてい

ない算定表を裁判所が変更しないのはおかし

いし、変更する予定もないのかと聞きました。 

若林は、「そんなことは知らない。算定表が

間違っているはずはないし、そういうならあ

なたが自分で調べたらいい」と言いました。  

「司法の責任では」というと、その後は無視

です。また、その際に調停中に提出した資料

については目を通しているといっていました。 

１０月末に審判書がきましたが、７月２６

日を７月３６日と書いてあったり、紙２枚で

すが、内容は３行くらい。相手方が要求して

いた費用以上の算定をしているし、こちらか

ら提出している資料については一切触れず、
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ただ入金している金銭についてのみ計算し、

また、こちらが支払ったとしてる金銭が 

婚姻費用として認められない理由は一切記載

がなく、ただ年収から算定表で婚姻費用を計

算しそれを記載しているだけでした。 

当然ながら即時抗告しておりますが、今後

もこの裁判官が担当と考えると絶望的状況と

考えております。 

調停委員は、調停開始以降相手方が申し立

てをした婚姻費用についてのみ９月まで話を

し、それ以外については話を進めようとはし

ませんでした。その結果、婚姻費用のみが審

判となりました。 

 また、離婚調停は、婚姻費用で半年も費や

され、２０１２年２月２７日に行われた調停

の場で、こちらが親権を放棄しない限り調停

は継続できない旨を伝えられました。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集  

 

 

 

田中智子裁判官（東京家裁、現神戸地裁）編 
 

田中智子裁判官とは、初対面の時から、嫌

な雰囲気であった。 

１年前（２０１１年）の6 月の授業参観に

参加したことを理由に、5月の面接を最後に、

１年ほど面接交流が途絶えていた。長男の授

業参観には、面接交流条件を議論していた裁

判の中で、協議したうえで、2 日間の授業参

観を参加しにくい金曜日に私が参加して、土

曜日に相手が対参加してもらうやり方で、行

っていた。その後の展覧会なども、曜日を分

けることで双方が参加できるように裁判所を

通じて、話し合っていたが、学外活動である

野球の試合を見に行ったことを問題視してい

るらしく、面接取りやめを通告してきた。 

最後の５月の面接は、東京ドームのプロ野

球観戦で、次は、阪神戦にしてほしいと息子

に言われていた。すでに３か月前からキッザ

ニアに予約していたので、４か月後かなと話

していたが、付き添いを含めて数万円分のキ

ッザニアのチケットを無駄にした。 

こちらから、あらためて面接交流の再開を

申し立てたが、仲介者との齟齬もあり、１年

間、黙って息子の野球の試合を観戦し続けて

いた。今回（２０１２年）の審判は、元妻側

の申し出で、面接交流の中止を求めた申し立

てであった。 

元妻は、裁判戦略として、同席はできない

としており、私と代理人の弁護士だけで、裁

判官、書記と調査委員を迎えた。 

一礼して、いつものように、PC にメモを

取りながら、話し合いに入った。突然、田中

裁判官が吠える。”PCなんか見てないで、こ

っちを見なさい！” 

あっけにとられた。”PCにメモ書きするこ

とが禁止されているとは知りませんでした”

と謝ったがそれに対する弁明は何もなかった。 

私の弁護士は、”田中裁判官は、前の事案で

も、有無を言わさず面接禁止にしたから、何

をやっても駄目かもしれない”と弱気なこと

を言っている。大体、離婚直後は、アメリカ

では、子供を挟んで中華料理を同じテーブル

で食べていた人間が、８年たったの

に”PTSD”だのなんだといって、裁判にも同

席しないのも、それが普通のこととして取り

扱われている日本の家庭裁判所も不思議であ

る。アメリカで 2泊 3日の面接を行っていた
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のに、”泊を伴うなんて無理、そんなに子供に

会いたいなら、元妻と再婚しなさい”と以前の

審判で私に説教した伊藤茂雄裁判官にも驚か

されたが、感情的な田中裁判官の対応にはさ

らにびっくり。 

 子供は”父親に会いたくない”と言っていま

すの一点張りで、その後の話し合いは、私の

弁護士の言うとおりに何を言っても受け付け

られなかった。 

審判が出る前から、”まだ子供の試合を見に

行っているんですか？”と詰め寄られるなど、

裁判所での話し合いというには、あまりにも

一方的で、感情的であった。”子供の幸せ”に

ついて話し合うというより、悪い離婚した父

親をいかにして黙らせるかに終始しているよ

うであった。小学 5年生の息子に”父親を捨て

させる”ような判断をさせるのはトラウマに

なるからやめてくれという私の願いも一顧だ

にされず、そこまで子供の意見を尊重するな

ら子供に離婚の事実がどう伝えられているか

を確認してくれ、できれば直接息子に会って

話す機会を作ってほしいという最後の願いも

むなしく、面接中止が当然のように決まる。

これでは何の解決にもならないし、離婚した

妻へのわだかまりだけが残る。当然、最高裁

まで上訴するが、無駄。弁護士には、”この国

を変えるしかないわね”と言われたが、この連

載を読むと、やはり家庭裁判所が特異的にへ

んな人が生息しているところだと思えてくる。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集

 

 

 

石川義則裁判官（東京高裁、2012年現在退職）編 
 

Ｄさんは、２００７年９月に東京高等裁判

所から人身保護請求による聞き取りの呼び出

しを受け、裁判所に行きました。相手と別れ

た後、その後の養育が決まるまではという合

意のもと、Ｄさんが２人の子どもを見ていま

した。相手との間の当時１歳の子どもと相手

の３歳の連れ子も、Ｄさんは、それまでみん

なで住んで いた町でいっしょに育て、保育園

に通わせ、相手方とも子どもたちは宿泊つき

で交流していました。Ｄさんは未婚で２年間

相手方と暮らしたので、Ｄさんに親権はあり

ません。  

事情を言えばわかってもらえると思った

Ｄさんに対し、裁判長の石川は、「あなたも法

学部を卒業しているからわかるでしょう」、

「命令は出しますから」と冒頭述べ、相手と

の話し合いが先ではないかと述べるＣさんに、

「子どもを渡してから話し合えばいい」と言

いました。 

当時相手方は遠い九州に住んでいたため、

子どもたちにとって、現在住んでいる場所が

生まれ故郷であり、そのことを考えて欲しい

と述べると、「それは関係ない。裁判官にも異

動があるんだから」と、結局、命令は出され

ました。Ｄさんは、「面会交流については誠実

に協議する」との裁判所での相手の申し出を

合意にまとめ、子どもたちを相手方に渡しま

したが、相手方は１度しか子どもに会わせま

せんでした。Ｄさんは石川の言うように調停

を申し立てましたがまとまらず、 審判に移行

しました。結局、Ｄさんが２人の子どもと会

えたのは２年半後、その間に子どもたちは４

歳と７歳になっていました。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集 
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調査官にも気をつけろ 

 

2012年に家裁監視団に寄せられた、調査官情報です。 

 

 

町田調査官（千葉家裁松戸支部）編 
 

＊若林辰繁裁判官（千葉家裁松戸支部）続編参照のこと（22ページ、同案件） 

 

１０月の調停から参加してきました。１０

月の調停時に、こちらから不動産取得時の明

細を提出する必要があり、提出しようとする

と最初は見せるように言っておきながら、準

備書面の体裁にはしていなかったため、文書

で提出するようにと鼻で笑いながら吐き捨て

ました。当方にも代理人がついており、態度

について意見をしておりましたが、一切聞く

耳を持ってはいませんでした。 

 １０月の調停において面会交渉について中

間調停となりました。８月に父親のもとへ子

供達が来た際に、長男がいたずらをしたため

私の母親が長男を１回叩きました。長男と母

親は話をし誤解は解けておりますが、このこ

とを楯に相手方は私の親族と会わせないとい

う中間調停を結ばせました。ここには月１回

の面会について記載がされております。 

 １２月２９日～１月４日まで子供達はこち

らへ来ていたのですが、その際に祖母と会い

たいとのことで子供達は自分たちが会いたい

から会いにいったと記載した文書までのこし

て会いにいきました。この文書は裁判所に提

出しております。 

１月１８日に当方から親権についての準

備書面を提出後、子供達と一切の連絡がとれ

なくなりました。こういった状況で２月２７

日に調停が行われました。 

町田より２月２１日に相手方の家に調査

に行った報告がありました。１月１８日より

連絡もとれなくなっている旨を伝えたところ、

「中間調停違反だから仕方がない、子供は人

質みたいなものだからあなたが下手にでて我

慢するしかない」と言われました。 

子供達の希望と中間調停の内容はどちら

が優先されるのか確認すると、「中間調停であ

り、あなたが我慢するしかない」とのことで

した。子ども達の権利よりも相手方の要求の

方が優先されるのかと私は問いつめました。

がその後は黙り、話はなかったです。 

相手方が子供に貸与している携帯電話を

取り上げ、着信拒否にしていることを伝え、

同様のことを相手方からも伝えられたようで

す。しかしながら、この行為に対しては改善

を求めず、「メールは受けられるようになって

いると言っているからメールするように、誰

が返信したのか疑っても仕方ない、するのか

しないのかどちらですか？」等相手方の主張

を取り上げ、こちらに非があるような物言い
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でした。 

町田は以前の調停での話については書面

も読んでいないようですので、以前「善管注

意義務違反では？」と言った事があります。

その後は黙っていました。 

＊父親の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

 

島田泰調査官（名古屋家裁一宮支部）編 
 

＊遠田真司裁判官（名古屋家裁一宮支部）編参照のこと（19ページ、同案件） 

 

遠田真司裁判官は、２０１１年８月、調停

をずるずる長引かせ、審判移行させた後の審

問の際、「相手方は子供が小学生の夏休み（子

供はその時点、幼稚園の年中）からなら会わ

せてもいいと言っている」と妥協案を出した。

申立人が試行面接の際子供はニコニコしてい

たのに、何故直ぐ面接を認めないのかと拒否

すると子供は家に帰った後、心理的悪影響が

あった」という相手方の陳述を理由に、面接

交渉申立てを全面却下した。 

 担当していた島田調査官は 試行の際、子

供が少し飽きたかもしれない状態を「子供が

飽きた面もあるが、父親をまるで拒否するか

のようだった」など歪曲した表現を調査書に

多用し、「申立人の面接の強要が相手方と子供

への負担である」と一方的な言い分を調査報

告書の至る所に用いて申立人を不当に貶めた。   

再度、弁護士に依頼し申立人は調停を申し

立てているが、調停は開かれず、申立て事由

を手紙などによる間接的面接交渉にしないと 

調停が開かれないと言われ、間接面接を目的

とした調停を行っている。しかし、絵葉書な

ど何度出しても娘からの返事ではなく、相手

方の代筆でしか返事が来ない。 

＊申立人の文章をもとに家裁監視団が編集 

 

 

森下多美子調査官（名古屋家裁岡崎支部）編 

 
 ２００７年（平成１９年）の第１回調停時

（私から離婚関係と面会交流の２つを同時に

申してていた）、私が面会交流の話から切り出

すと、森下は「面会交流は離婚が成立してか

らの話です。離婚するかしないかを先に決め

ましょう。面会交流の条件は後にします」と

言った。 

 第 2回、２００８年（平成２０年１月）に

は、森下は「奥さんは離婚に応じたら子ども

に会わせてもよいと言っています」と言い、

私に離婚を勧めるような口調で調停を進めて

いった。そして「次回は面会交流の条件につ

いて話しましょう」と言った。 

  第３回（２月）では、森下は「奥さんは興

奮しやすいので、最初は奥さんの言う条件（月

１回午前１０時～１１時半、妻の自宅内で会

わせる）に合わせましょう よ。この条件が続

くことはありえないし、今後徐々に面会交流



 26 

 

の時間、会う場所等を奥さんと話し合って増

やしていってください。この条件が続くこと

はないですから」と言われ、私もとうとう名

目上は「月１回程度」という文言で承諾した。 

 第４回（３月）調停終了。離婚成立。 

 しかし、この３年間「月１回、１時間半、

元妻自宅内での監視付」の条件は変わりませ

ん。もちろん、面会交流拡充の調停は２度起

こしました。 

＊申立人の文章をもとに家裁監視団が編集。

森下調査官は、２００７年３月で転勤してい

ます 

 

 

家庭問題情報センター問題 

 

家庭問題情報センターは、家庭裁判所の調査

官経験者で作る公益社団法人です。面会交流

援助も業務内容に取り入れられていますが、

「合意を優先」という名目で、別居親が取り

決めにない同居親の意向を飲まされるケース

が多々報告されています。このケースは、セ

ンターの職員によって別居親が「あなた親じ

ゃない。対等じゃない」という暴言を受けて

人質取引を強要されました。 

【質問状】 

２０１２年７月２０日 

公益社団法人 家庭問題情報センター 

理事長 若林昌子 様 

 常日ごろから面会交流サポートについて努

力いただいておりますこと、ありがとうござ

います。 

 当団体の会員の宗像充が千葉のファミリー

相談室で面会交流の支援を受けております。

宗像から貴団体の職員の佐藤文夫氏ほかの面

会交流の支援のあり方について相談を受け、

貴団体の支援の姿勢について質問いたします。 

 

１．背景 

 宗像は、２００９年９月２８日に成立した

審判事項（２０１０年２月１５日に成立した

高裁の決 定事項で若干の修正がある）に基づ

き、貴団体のサポートを受けながら、子ども

と２ヶ月に１回２時間（途中から２時間半）

の面会交流を続けておりますが、本年７月１

５日に実施された面会交流において、千葉フ

ァミリー相談室の担当者の佐藤文夫氏などか

ら以下のような適切とは言い難い対応を受け

ました。 

 宗像は、面会交流に先立ち、子どもの運動

会を観戦し、その後、子どもの学校の校長及

び教頭と面談し、事実関係を説明し、「子ども

の学校行事など親として参加し、必要な情報

を交換していきたい」と依頼し、心理カウン

セラーが同行しました。学校で騒いだわけで

もありません。相手方は訪問に否定的でした

が、事前に 連絡をしております。 

 改めて、貴団体にご説明するまでもありま

せんが、親として子どもが通う学校や教育に

関心を持つのは当然であり、それは親権のな
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い親だからといって変わるわけではありませ

ん。また、子どもにとっても、双方の親から

自分の成長や教育に関心を寄せてもらうのは、

安心感の維持にもつながります。双方の親か

ら子どもが愛情を受け、養育を受けた方がよ

いとの考えが普及し、今年の４月に民法７６

６条が改正されました。その際、面会交流の

促進のために交流支援団体への支援や、共同

親権についての議論が付帯決議に盛り込まれ

ています。 

２．当日の経過 

 ７月１５日の面会交流時、相手方は子ども

を屋外に待たせて一人で３階の相談室にやっ

てきて、運動会に行ったことについて子ども

に言わないように宗像に求めました。相手方

は「そうでなければ会わせられない」と言い、

宗像が相手とその場で話し合うことなどを求

めていないにもかかわらず、貴団体の佐藤氏

と青柳氏も宗像を説得しました。 

 １時間の間、佐藤氏は宗像に対し「なぜ相

手方の同意をえずに学校に行くのか」という

説明を求め、相手方が学校に来ることを拒否

する理由や学校に行ったことを子どもに伝え

るなという理由は問われませんでした。宗像

は、「子どもの学校の人と会って子どものこと

を知るのは親として当然の務めで、事前に裁

判所にも言っている」との説明を繰り返しま

した。しかしながら佐藤氏は、「あなたは親じ

ゃないんだ。親権者じゃない。対等じゃない

んだ」と言いました。また、法的な説明をし

ようとすると、「裁判所の通りにやらな いと

いけないことはない」と言いました。さらに

相手方が、宗像が毎週子どもに送っている手

紙を母親が事前に読んで渡すかどうか判断す

る、と説明したのを放置し、母親が宗像のこ

とを「変質者」と呼ぶにまかせました。宗像

が「面会交流は子育ての時間なんだから」と

言ったことに対し、佐藤氏と青柳氏は「面会

交流は子どもと楽しく過ごす時間です。面会

交流は子育てではありません。子育てをする

のは親権者です。ＦＰＩＣはそういう考えで

はやれない」と強調しました。 

 宗像が「運動会に行ったことを言わない」

という条件をやむをえず受け入れた後も、３

０分近く、子どもとの面会交流は開始されず、

母親と佐藤氏は「私だったら、離婚しても親

権者がいやがったら学校に行かない」など、

宗像に対する非難を続けました。 

 面会交流の開始前に、ＦＰＩＣの職員が室

内の交流を相手方に勝手に約束したため、宗

像は審判にも定められていない面会交流の制

約を受けることになりました。 これは親権者

の気分を害する事態を招けば、ペナルティを

受けることを父子双方に学ばせます。また、

親が親として適切に扱われないことは、円滑

な面会交流の実施を妨げます。 

 宗像はこれまでくり返し、貴団体のスタッ

フの青柳氏から、「相手方が再婚しており、家

庭が安定しているので、他のケースの面会 交

流事案とは違う」との指摘受けています。宗

像が二人の子どもを一人で育てていたときか

ら、相手方は再婚養子縁組の意思を示してお

り、面会交流をさせると いう約束のもと、裁

判所の決定を経て相手方が子どもを引き取り

ました。それぞれのケースの実態を認識せず

に、不用意な発言をくり返すことも、また面

会交流実施上のトラブルになります。 

３．共同親権への理解 

 以上のような貴団体職員の対応は、面会交

流を支援する団体のスタッフとして、中立に

反し、法や取り決めを都合よく解釈して当事

者双方そして子どもに不必要な苦痛を強いる

ものです。 

面会交流は面会交流として実行すべきで、

学校とコンタクトをとることは、審判事項と

は関係ありません。仮に相手方がそのような
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事由を持ち出して会わせないといえば、約束

違反をしたことを積極的に確認すべきです。

相手の感情を害することで審判事項や合意事

項が反故になるなら取り決めの意味がないか

らです。 

 また、貴団体の支援を受けて面会交流を実

施している親の間では、根深い相互不信やコ

ミュニケーション不全が生じていることが多

いことは、貴団体もご承知のことと思います

が、面会交流の場での対面での話し合いを強

制し、退席も許さないという対応は、中立的

な立場にあるべき貴団体の対応としては不適

切です。突然心理的な打撃を受けた者が、気

を取り直してその後子どもとの限られた交流

時間を楽しく過ごすことは通常困難です。そ

れは理由もわからず予定されていた交流 を

阻まれた子どもにとっても同様です。あまり

にも別居親子の人権への配慮が不足していま

す。 

 別居親の子どもへのアクセスを同居親が不

当に制約していることは、片親疎外という情

緒的虐待です。面会交流はそれを防ぐための

ものですが、上記経過の中で貴団体のかかわ

りはむしろそれを促しています。また単独親

権制度は、別居親が子どもに危害を加えた例

外的事情でもない限り、基本的人権を定めた

憲法と子どもの権利条約のもとにおいては、

養育責任の明確化という以外に合理性があり

ません。面会交流は、子どものために双方の

親の養育への関与の仕方を取り決めた結果で

あり、それが民法７６６条改正の趣旨にほか

なりません。そのことは国会でも審議されて

います。親権のない親の養育への関与を制約

するためのものではありません。 

 そのことを理解しない支援のあり方は、片

親疎外を深刻化させることにつながります。

援助者の立場を利用して別居親の人格を攻撃 

するなど許されません。このような対応は、

宗像個人にだけなされたものではなく、面会

交流支援の現場において、他にも同根の問題

を包摂した対応があることが当然にして考え

られます。 

 そこで、当団体は、片親疎外や共同親権に

ついて取り組む当事者団体として、貴団体の

団体としての面会交流のあり方についての基

本的見解をあらためて確認したく、下記の通

り質問いたします。 

記 

１ 貴団体は、「親権者でない親は親ではな

い」という考えを適切と考えられますか。そ

のように考えるとすれば、その理由を説明し

てください。 

２ 貴団体は、親権のない親は子育てをして

はならず、面会交流支援は子育て支援ではな

いと考えられますか。そのように考えるとす

れば、貴団体は何のために面会交流支援をし

ていますか。 

３ 貴団体は、子どもと離れて暮らし、学校

と通常の手続きでコンタクトをとろうとする

親は「変質者」と呼ばれてもよいと考えます

か。また、貴団体 は、親権者の一存で、別居

親が学校とのコンタクトをとることを排除で

きると考えますか。そのように考えるとすれ

ば、その理由を教えてください。 

４ 貴団体が、親権者であれば、親から来た

子ども宛の手紙の内容を事前に確認し、手渡

すかどうか決めることが許されると考えます

か。そのように考えるとすれば、その理由を

教えてください。 

５ 貴団体は、取り決め外のことであっても、

親権のない親は「面会交流に支障が出る」と

いう親権者の意向に従わなければならないと

考えますか。そのように考えるとすればその

理由を説明してください。 

６ 貴団体は、親どうしが離れて暮らす場合

に、単独養育がふさわしく、面会交流は限定
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的になされるべきとの考え方に立ちますか。

「子どもの最善の利益」にかなう面会交流の

基準を示して下さい。 

７ 貴団体は、再婚養子縁組がなされれば、

子どもの状態が安定し、面会交流は限定的に

行われるべきであると考えますか。そのよう

に考えるとすれば、その理由を説明してくだ

さい。 

＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝ 

家庭問題情報センターの７月２６日の回答で

す。 

 

【回答】 

１ 貴団体からの質問状は、当法人と契約し

た面会交流支援援助における個別具体的な事

案を基に作成された質問であり、本件質問に

回答することはできませんので、ご了承下さ

い。 

２ 当法人の面会交流援助は、同居親及び別

居親の双方からの依頼に基づき、当事者双方

と当法人の各相談室とが個別に契約して実施

しているものです。 

 当法人の面会交流援助は当事者双方の合意

を前提に実施するものであり、当事者双方の

合意がないとか、当事者双方が納得していな

い事項がある場合には実施は困難になります。

また、当法人の面会交流援助においては合意

形成のための調整を行っておりません」 

これに対しｋネットでは家庭問題情報センタ

ーに対して公益性を付与した内閣府宛に以下

のような質問状を提出しました。 

＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝ 

 

【質問状】 

２０１２年８月２１日 

内閣府公益認定等委員会事務局  

 

お世話になります。貴委員会におきまして

公益認定がされました、公益社団法人家庭問

題情報センター（ＦＰＩＣ）の業務の一環と

して行われた 支援におきまして、当会の会員

とその子の人権を踏みにじる不適切な対応が

ありました。当事者の宗像によれば、ＦＰＩ

Ｃの職員は人権侵害に当たる発言をくり返し

ています。 

 当会としては、別紙の通りＦＰＩＣ宛に書

面で事実関係を指摘した上で、ＦＰＩＣの業

務の姿勢について問う質問状を提出し、それ

に関しまして７月２１日付けですでに、照会

と指導を求める書面を公益認定等委員会事務

局宛に提出しております（資料１）。 

 その後、７月２６日付けで、ＦＰＩＣより

回答文書が届きました（資料２）。 

 その内容は、「個別具体的な事案」について

の見解を表面すること自体を放棄したもので

あり、公益認定を受けた団体として極めて不

誠実かつ無責任なものでした。ＦＰＩＣは業

務の一環として面会交流についての援助事業

を 実施しておりますが、これらはすべて「個

別具体的な事案」であり、その中で生じた苦

情についての見解を表明することを団体とし

て拒否することは、援助事業 における公平性

を保てないばかりか、あらゆる苦情を、当事

者の側の問題として片付けるものです。この

ような事業のあり方や対処の仕方は根本的に

援助とは呼べません。 

 回答には、「援助は当事者双方の合意を前提

に実施するものであり、当事者双方の合意が

ないとか、当事者双方が納得していない事項

がある場合には実施は困難になります」とあ

ります。実際に今回の「個別具体的な事案」

に関しては、当事者の合意を一方が破る意思

を示し、それに対して、 ＦＰＩＣは破られた

ほうに責任を帰して、援助を引き上げるとい

う恫喝を加え、合意以上の「屈服」を強いた

ことについての見解を問うたものです。結果
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的に ＦＰＩＣは同居親である一方の利益を

実現するために、合意を破棄するように促し

面会交流を妨害し、子どもの人権を侵害しま

した。 

 今回の回答は、そういった行為を当事者間

の「合意」や「納得」の問題にすり替えてい

ます。こういった、ＦＰＩＣの援助のあり方

は、子どもの人権をないがしろにし、当事者

のためのものでも、公正を保つためのもので

もないといえるのではないでしょうか。 

 こういった団体が、面会交流についての援

助を「公益性」の名のもとにすることは極め

て不適切であると考えます。 

 ＦＰＩＣに公益認定をした責任機関として、

以下の点について回答を求めます。 

１ ＦＰＩＣは「親権のない親は親ではない。

親権者とは対等ではない」という見解を肯定

しています。こういった見解に内閣府は賛成

ですか。また、そういった見解の団体は、公

益社団法人として適格ですか。 

２ ＦＰＩＣの面会交流援助のあり方が公平

性を担保し、子どもも含めた当事者の人権が

確保される再検討案が示されない場合には、

ＦＰＩＣの公益認定を取り消してくださいま

すか。また、取り消さない場合はその理由も

教えて下さい。 

３ 今回の人権侵害行為について、ＦＰＩＣ

に立入調査し、ＦＰＩＣに面会交流の援助の

あり方を再検討するように求めて下さいます

か。またしない場合はその理由を教えて下さ

い。 

＊回答は得られませんでしたが、家庭問題情

報センターについての苦情は複数内閣府に寄

せられていることがわかりました。 
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